
★

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
五
号 

）
（
審
査
指
導
課
） 

一

改
正
の
要
旨 

 
行
政
組
織
の
再
編
等
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二

施
行
期
日 

 
 

令
和
五
年
九
月
一
日



★ 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
六
号
）
（
健
康
危
機
管
理
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
避
難
所
の
設
置
等
に
係
る
支
出
の
限
度
額
を
改
め
る
な
ど
の
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日 



★ 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
七
号
）
（
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー
ム
） 

一 
改
正
の
要
旨 

 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
の
施
設
の
利
用
等
に
お
け
る
適
格
請
求
書
等
発
行
作
業
に
対
応
す
る

た
め
、
施
設
利
用
申
請
書
等
の
様
式
の
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
九
月
一
日 


